
平成20年5月1日 （6）第93号

　議会の本会議（定例会・臨時会）には、市長や議員から多くの議案が提出されます。その内容は、予算や条例など幅
広く、分野も市役所が行う業務の範囲でさまざまなものです。そこで、これらの議案をいくつかの分野に分けて詳しく、
能率的に審査するために８名の議員からなる委員会を設けています。委員会には常に置かれる「常任委員会」と必要に
応じて置かれる「特別委員会」があります。なお、市役所の組織改革に合わせ、4月から、4常任委員会を3常任委員
会にしました。

　

次
回
の
定
例
会
は
、
次
の
日
程
で

行
う
予
定
で
す
。
多
く
の
皆
さ
ん
の

お
越
し
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

６
月
９
日　

本
会
議
第
１
日

	

　

市
長
の
議
案
提
案
理

	

　

由
説
明

６
月
12
日　

請
願
書
・
陳
情
書
し
め

　
　
　
　

		

き
り
（
午
前
中
）

６
月
18
日　

本
会
議
第
２
日

	

　

議
員
に
よ
る
質
問

６
月
19
日　

本
会
議
第
３
日

	

　

議
員
に
よ
る
質
問

６
月
20
日　

常
任
委
員
会

	

　

議
案
の
審
査

６
月
23
日　

常
任
委
員
会

	

　

議
案
の
審
査

６
月
24
日　

常
任
委
員
会

	

　

議
案
の
審
査

６
月
27
日　

本
会
議
第
４
日

	

　

議
案
の
議
決
な
ど

ま
た
、
議
場
の
見
学
も
行
っ
て
お
り

ま
す
の
で
、
市
役
所
に
来
て
い
た
だ

い
て
の
講
座
も
可
能
で
す
。

　

ま
ず
は
、
議
会
事
務
局
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
下
さ
い
。

６
月
定
例
会
の
予
定

　

三
田
市
議
会
で
は
、
政
務
調
査
費
の

領
収
書
の
公
開
を
昨
年
か
ら
始
め
て
い

ま
す
。

　

今
回
、
平
成
19
年
度
の
政
務
調
査
費

の
収
支
報
告
書
と
領
収
書
が
各
会
派

か
ら
議
長
に
提
出
さ
れ
、
閲
覧
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

閲
覧
は
、
年
末
年
始
・
祝
日
を
除
く

月
曜
か
ら
金
曜
の
午
前
9
時
か
ら
午

後
5
時
30
分
に
お
願
い
し
ま
す
。
お
問

い
合
わ
せ
は
、
議
会
事
務
局
ま
で
。

　

昨
年
か
ら
、
準
備
を
す
す
め
て
き
た

議
員
の
政
治
倫
理
に
関
す
る
条
例
は
、

案
も
ほ
ぼ
固
ま
り
、
６
月
定
例
会
で
提

案
で
き
る
よ
う
調
整
し
て
い
ま
す
。

　

議
員
定
数
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
2

月
以
来
、
議
会
の
内
部
で
慎
重
に
議
論

を
重
ね
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
議
会

と
し
て
統
一
し
た
見
解
を
出
す
ま
で
に

は
至
っ
て
い
ま
せ
ん
。
今
後
の
議
論
の

経
過
は
「
議
会
だ
よ
り
」
で
お
知
ら

せ
す
る
予
定
で
す
。

　

市
議
会
の
仕
事
に
つ
い
て
、
皆
さ
ん

は
日
ご
ろ
見
聞
き
す
る
機
会
が
少
な
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
、
議
会
に
つ
い
て

勉
強
し
て
み
ま
せ
ん
か
。
議
会
事
務
局

職
員
が
皆
さ
ん
の
最
寄
の
市
民
セ
ン

タ
ー
や
公
民
館
な
ど
に
お
伺
い
し
て
議

会
の
し
く
み
な
ど
を
お
話
し
し
ま
す
。

三
田
市
議
会
の
課
題
に
つ
い
て

議
会
出
前
講
座

　

き
い
て

み
ま
せ
ん
か
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目
の
不
自
由
な
方
に
も
、
議
会
の

活
動
を
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、「
声

の
議
会
だ
よ
り
」
を
ご
用
意
し
て
お

り
ま
す
。

　

ご
希
望
の
方
は
、
議
会
事
務
局
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

声
の
議
会
だ
よ
り

を
発
行
し
て
い
ま
す

＊ご意見・ご感想をお寄せ下さい＊
TEL：079-559-5162（直通） 　FAX：079-564-2992　E-mail：gikai_u@city.sanda.lg.jp

議
会
か
ら
お
し
ら
せ
で
す

議
員
に
つ
い
て

よ
く
あ
る
質
問

Ｑ　

議
員
報
酬
の
額
は
自
分
た
ち
で

決
め
て
い
る
の
？

Ａ　

報
酬
額
は
条
例
で
定
め
ら
れ
て

い
ま
す
が
、
議
員
だ
け
で
条
例
の
報

酬
額
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

「
三
田
市
特
別
職
報
酬
等
審
議
会
」

と
い
う
第
三
者
機
関
の
答
申
を
得
て

か
ら
、
条
例
改
正
を
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

Ｑ　

政
務
調
査
費
っ
て
何
？

Ａ　

議
会
を
活
性
化
す
る
た
め
に

は
、
議
員
の
審
議
能
力
を
強
化
し
て

い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。
そ
の
た
め

議
員
の
調
査
研
究
に
必
要
な
費
用
の

一
部
を
市
か
ら
支
出
し
て
い
る
の
が

政
務
調
査
費
で
す
。
三
田
市
議
会
で

は
、
議
員
一
人
に
対
し
月
４
万
５
千

円
を
上
限
に
、
会
派
に
交
付
し
て
い

ま
す
。

　

政
務
調
査
費
と
し
て
使
え
る
内
容

は
、
条
例
・
規
則
で
定
め
ら
れ
て
お

り
、
政
務
調
査
活
動
以
外
に
用
い
る

こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

残
金
が
あ
る
場
合
は
、
市
に
返
金
さ

れ
ま
す
。

Ｑ　

議
員
は
な
ぜ
視
察
す
る
の
？

Ａ　

三
田
市
の
さ
ま
ざ
ま
な
行
政
課

題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
多
様
な

情
報
を
得
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
情

報
化
社
会
に
あ
っ
て
も
、
直
接
現
地

で
担
当
者
か
ら
内
容
を
聴
く
こ
と

で
、
よ
り
実
際
的
な
情
報
を
得
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
た
め
、
全
国

の
自
治
体
が
行
っ
て
い
る
先
進
的
な

事
例
を
勉
強
し
、
三
田
市
に
生
か
す

た
め
視
察
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。

　

視
察
に
は
、
常
任
委
員
会
が
行
う

視
察
（
年
１
回
）
と
、
会
派
が
行

う
視
察
が
あ
り
ま
す
。

委
員
会
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
？

議案や三田市の課題を、詳細に審査・調査します

決算特別委員会
予算特別委員会

　

委
員
会
の
活
動
は
、
議
案
の
審
査
だ
け
で
は
な
く
、
担
当
し
て
い
る
分

野
に
関
す
る
三
田
市
の
行
政
課
題
に
つ
い
て
、
自
ら
調
査
を
行
う
「
所
管

事
務
調
査
」
が
あ
り
ま
す
。
議
会
の
会
期
中
に
限
ら
ず
、
当
局
か
ら
報
告

を
受
け
た
り
、
三
田
市
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
事
柄
に
つ
い
て
、
他
市
の

事
例
を
調
査
（
委
員
会
視
察
）
し
て
、
市
政
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
も
委
員

会
の
大
切
な
役
割
の
一
つ
で
す
。

三
田
市
の
行
政
課
題

議案

予算・決算

審査報告

審査報告

審査報告

審査報告

議案

議案

生活文教常任委員会（８名）
　人権尊重社会の実現、市民文化・市民活動支援、地域住民主体の
まちづくり、青少年の健全育成、高齢者や障害者が地域で暮らせる
まちづくり、健康の保持・増進、小中学校、市民病院などに関すること。

都市環境常任委員会（８名）
　農業の持続的な発展の確保、魅力ある商工業の振興、交流観光の
創出、自然環境の保全、廃棄物の減量、道路等の快適な生活環境の
整備、公園・緑地の整備と緑化活動の推進、上下水道などに関すること。

企画総務常任委員会（８名）
　市政の基本方針など主要な政策、財政運営、行財政改革、市
税、契約、人事、危機管理、条例・規則、情報政策、消防など
に関すること。 議

会
本
会
議　

(

24
人
）

政
務
調
査
費
の

内
容
を
公
開
し
て
い
ま
す

19年度

議
員
政
治
倫
理
条
例

議　

員　

定　

数
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